
２．申請時期 

１．申請に必要な書類 

３．交付決定までの流れ 

第３子以降保育料無償化助成金の申請手続き 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

・第３子以降保育料無償化助成金交付申請書兼請求書 

・保育の必要性を証明する書類 

▷ 保育の必要性に変更がない限り、各年度当初の申請時に提出されているもので可とします。 

・保育料の領収証等（写し） 

 

 

３期に分けて申請してください。また、第３期については３月分の利用料を支払われた後、

速やかに申請していただくようお願いします。 

※申請締切日が土日祝日の場合は前開庁日となります。 
※４月１０日が最終申請期限となりますので、申請漏れとならないようご注意ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 期別 利用月 申請締切

 第１期 ４～７月 ８月１０日

 第２期 ８～１１月 １２月１０日

 第３期 １２～３月 ４月１０日

届出保育施設及び企業主導型保育事業所を利用されている第３子以降のお子さまの保育料

無償化助成金については、償還払い方式（保護者が一旦利用料を支払い、後日請求により払

い戻しを受けるもの）となります。助成を受けるためには、八女市子育て支援課に申請が必

要ですので、以下をご確認いただき、関係書類のご提出をお願いします。

申　請

審　査

交付決定

償還払い

申請書類に不備がないようお願いします。

交付対象となるのは保育料のみです。施設にお支払いされた金額に

給食費等が含まれている場合は、それらを除いた金額が対象となり

ます。

交付を決定した場合は決定通知書を送付します。 
また、交付却下となる場合も通知書を送付します。

交付決定通知書記載の期日に指定口座へお振込みします。

【 問い合わせ先 】　八女市役所　子育て支援課　こども保育係 
　　　　　　　　　　☎０９４３－２３－１３５１


